
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  観光バスの運転手に渡すチップ 

Ｑ：ドライブイン経営をする予定ですが、

ドライブインに観光客を連れてきてもらうよ

う観光バスの運転手にチップを渡すつもりで

す。このチップはどのような取扱いになりま

すか？ 

 

Ａ：交際費等となります。 

【解説】 

法人税には、法人が取引に関する情報の提

供又は取引の媒介、代理、あっせん等の役務

の提供(情報提供等)を行うことを業としてい

ない者(その取引に係る相手方の従業員等を

除く)に対して情報提供等の対価として金品

を交付した場合であっても、その金品の交付

につき、例えば次の要件のすべてを満たして

いる等その金品の交付が正当な対価の支払で

あると認められるときは、その交付に要した

費用は交際費等に該当しない、とする規定が

あります。したがって、情報提供等の役務提

供に該当し、契約を結んでおけば、損金にな

るのではと思われるかもしれませんが、運転

手が職務として行う行為に対して支払われる

チップはこれには該当せず、交際費等として

取り扱われます。 

①その金品の交付があらかじめ締結された契

約に基づくものであること。 

②提供を受ける役務の内容が当該契約におい

て具体的に明らかにされており、かつ、これ

に基づいて実際に役務の提供を受けているこ

と。 

③その交付した金品の価額がその提供を受け

た役務の内容に照らし相当と認められること。 
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